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１．水力開発の意義

(1)我が国は世界有数のエネルギー消費国であり、依然として一次エネルギー供給の８割

を輸入に依存するという極めて脆弱なエネルギー構造を持っている。このため、エネル

ギーセキュリティの観点から、エネルギーの安定供給を確保することは引き続き重要政

策課題である。

(2)また、地球温暖化問題に代表される地球的規模の環境問題は、国際的にも具体的な対

応を迫られる時代に入ってきており、エネルギー供給面の対応策として、ＣＯ２を排出

しないエネルギーの導入促進の必要性は益々高まってきている。

(3)我が国の経済社会及び国民生活の維持発展、さらには、地球的規模の環境問題への貢

献を行っていくためには、長期的視点に立った総合的な資源エネルギー政策の一環とし

て、非化石エネルギーの開発・導入を推進していくことが必要であり、クリーンな国産

エネルギーの主力である水力エネルギー開発の重要性を再認識していく必要がある。○ 



２．開発目標

水力は、現在も我が国の電力供給の約１割を占め、また電源設備としても全電源の約

２割を占めており、エネルギー源として重要な役害']を果たしている。

総合資源エネルギー調査会需給部会の長期エネルギー需給見通し（平成１７年３月）に

おいて、2010年度の見通しは次のとおりとしている。

年度末設備容量と発電電力量（電気事業者）

これを基に、石油代替エネルギー供給目標（平成１７年４月閣議決定）において、一

般水力発電に係る施設の出力は2,070万ｋＷ、年間発電電力量は９２７億ｋＷｈという供給

目標値が掲げられている。

２－ 

発電区別

１９９０年度

設備容量 発電電力量

２０００年度

設備容量 発電電力量

２０１０年度

設備容量 発電電力量

水力

（ 般）

（揚水）

3,632万ｋＷ

1,931万ｋＷ

1,071万kＷ

881億ｋＷｈ

788億kＷｈ

93億kＷｈ

4,478万ｋＷ

2,008万ｋＷ

2,471万kＷ

904億ｋＷｈ

779億ｋＷｈ

125億kＷｈ

4,790万ｋＷ

2,070万ｋＷ

2,720万kＷ

1,062億kＷｈ

927億ｋＷｈ

135億kＷｈ



３．水力開発の効果

(1)石油依存度の低減

長期エネルギー需給見通し（総合資源エネルギー調査会需給部会、平成17年３月）に

よれば、2010年度における－次エネルギー供給の見通しは、次のとおりとなっており、

水力などの石油代替エネルギーの増加に伴い、石油依存度は約４害Ｉまで低減されること

となる。

－次エネルギー供給の推移と見通し
(単位：原油換算百万ｋl）

(2)セキュリティに寄与

水力は無限に再生可能な純国産エネルギーであり、緊急時に必要最小電源としてナシ

ョナルセキュリティに貢献する。

(3)地球温暖化防止に貢献

水力は発電過程でＣＯ２を排出しないクリーンな再生可能エネルギーであり、地球温

暖化等地球環境問題対策に貢献する。

３ 

1990年度 2000年度
2010年度

レファレンス 現行対策推進 追加対策

－次エネルキ

供給

● 
￣ 

512 588 605 584 566 

エネルキ゛－別区

分

実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比

石油
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天然ガス
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(4)発電コストの長期安定性

水力発電原価の構成は資本費関係が大部分であるため、インフレや燃料コストの変動

等の影響が少なく、他電源に比べ発電コストが長期的に安定している。

(5)ローカルエネルギーとしての機能

今後、開発が見込まれている水力発電所は、平均すると－カ所あたり約4,700戸程度

の電灯需要をまかなうことができ、ローカルエネルギーとして大きな役割が期待される。

（平均出力が約4,500kWであることから、設備利用率45%、－戸あたり年間消費電力３，８０

０kWhと仮定した場合、年間発生電力量は17,739,000kWhとなり、およそ4,700戸の電灯需

要をまかなうことができる。）

(6)地元自治体財政への寄与

①電源立地地域対策交付金

発電用施設の設置及び運転の円滑化を目的として、電源立地促進対策交付金を都道

府県や市町村に交付することで地域振興を図っている。交付金の使途については、従

来は限定されていたが、平成１５年度に使途を拡大し、公共用施設の整備や福祉対策、

ソフト事業等、幅広く活用することが可能となった。なお、交付金の交付対象や交付

時期については以下のとおりである。

（水力発電施設の設置初期段階における交付）

出力３５万kW以上の水力発電施設及び重要電源促進地点若しくは重要電源開発地点の

指定を受けた水力発電施設の設置予定地点の都道府県・市町村に対し、交付金が交付

される。

（水力発電施設の建設段階における交付）

出力1,000kW以上の水力発電施設が設置される場合、当該施設が所在する市町村に

対し、交付金が交付される。

（水力発電施設の運転段階における交付金）

市町村内の水力発電施設（運転開始から１５年以上経過したもの）の出力の合計が

1,000kWを超え、かつ年間発電電力量の合計が500万kWhを超えている場合、当該施設

（貯水池やダム、減水区間を含む）が所在する市町村に対し、最長３０年間交付金が

交付される。

また、水力発電施設を含む都道府県内の全ての発電施設の発電電力量の合計が都道

府県の消費電力量の1.5倍を超えている等の一定の条件を満たしている場合、都道府

県に対し、交付金が交付される。

②固定資産税、住民税、水利使用料

水力発電所の固定資産税、建設工事のため他から転入した従事者の住民税は地元市

町村へ、また水禾Ｉ使用料は都道府県への増収となりいずれも地方自治体の重要な財源

となっている。

４ 



(7)地域総合開発及び地域産業の振興

①水力開発による波及効果

河川総合開発事業に参加する水力発電の開発は治水、かんがい、上水道、工業用水

道と連携することにより、地元の社会基盤整備の促進に貢献できる。

② 地域産業の振興

水力発電所の建設は、士木・建設工事を伴い、雇用及び需要の創出等により地域経

済に貢献する。

また、電源立地地域対策交付金を活用すれば農林水産業、商工業その他産業の振興

に大きく貢献できる。

５ 



４．水力開発の課題

一般水力の開発に係る課題としては次の点が挙げられる。

(1)水力は、その特性として長期的なコストが安定しているものの、経済的に有禾ﾘな開

発地点が減少していることから、開発の促進を図るためには、事業者に対する助成・

融資制度等を充実・強化する必要がある。

(2)水力開発を推進していくためには、我が国における包蔵水力を的確に把握し、これ

に基づく開発指針を示すことが重要である。このため、全国規模で実施した第５次発

電水力調査や未利用落差発電包蔵水力調査の成果を踏まえ、経済性を向上させるため

の新しい開発手法の検討を図る必要がある。

(3)一般的にみてスケールメリットがないため経済性に乏しい中小水力を今後着実に開

発していくためには、関連設備等のコストダウンを図ることが重要である。

このため、設備簡略化、低コスト機器の開発・導入を推進する必要がある。

(4)水力発電施設の円滑な立地を促進するためには、地元住民の十分な理解を得ること

が不可欠である。このため、積極的な広報活動及び従来から行われてきた環境保全対

策の徹底を図ろ必要がある。

(5)さらに、中小水力を積極的に開発するためには、開発体制の整備、技術者の育成等、

水力開発促進のための条件整備を図るとともに、開発にあたって必要となる関係法令

に基づく諸手続きの円滑化を図る必要がある。

このため、エネルギー政策基本法に基づく「エネルギー基本計画」（平成１５年１０月）

において、「水力発電については、今後、立地地点の奥地化、小規模化により開発コス

トの上昇が見込まれるため、その経済性の向上を図るとともに、低落差や小流量に適し

た技術の導入による未禾Ｉ用落差の活用を含め、河川環境等の地域環境への影響に配慮し

つつ、その開発導入を促進する」こととなっている。

６－ 



５．水力開発促進のための施策の現状

水力開発促進のための施策の体系 2007.10 

発電所建設運転開始再開発

(1)有望開発地点の発掘

①発電水力開発基礎調査

水力の開発可能地点の実態を把握するために、発電水力調査、流量調査及び小水力

開発指導調査を実施し、国内資源の有効利用を積極的に促進していく。

②中小水力開発促進指導事業基礎調査

（a）未開発地点開発促進対策調査（個別地点計画策定調査）

事業者が開発を行う予定の地点について個別地点毎に具体的な開発計画策定に必

要な調査を行う。

（b）ハイドロバレー計画開発促進調査

自家消費を基本とする水力発電所を核に、水力エネルギーを有効禾Ⅲ用可能な産業

として興し、地域の活性化を図ることを目的としたハイドロバレー計画を開発促進

するために地方自治体等を対象とした調査を実施する。

（c）未利用落差発電包蔵水力調査

これまでの包蔵水力調査では把握されていない既設設備（発電専用ダムでの河川

維持用水、多目的ダムの利水放流水、農業用水専用ダムの農業用水、砂防えん堤を

利用した発電、工業用水道、上水道、下水道及び農業用水路等）が有する水カエネ
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ルギーを禾U用した発電計画を調査検討し、それらの未禾|｣用包蔵水力を把握するため

の調査を実施する。

(｡）水力開発技術情報収集調査

国内の水力開発に有用な情報を収集するため、ＩＥＡ「水力技術と計画に係る実施

協定」に参加し、加盟各国との情報交換を行い、その成果を国内事業に反映させ、

水力開発の促進を図る゜

(2)開発事業者の育成

○中小水力開発促進指導事業費補助金

中小水力の開発を促進するにあたって、公営電気事業者、自家発設置者等が重要な

役割を担うものと期待されるが、技術面、経営面において開発能力が乏しい場合があ

る。

したがって、こうした開発主体の育成、強化を図るためには、技術及び経営の両面

からの指導を行っていく必要がある。このため、財団法人新エネルギー財団(以下「Ｎ

ＥＦ」という。）に対し、公営電気事業者等が至近年度に開発を希望している水力地

点のうち、技術面等で水力開発能力の蓄積が十分でないと認められる事業者に対する

指導事業費用として、その１/2に相当する額を補助する。

1/２補助

一

１/２負担

一 開発主体経済産業省 ＮＥＦ 

指導

(3)初期発電原価の低減

①中小水力発電開発費補助金

中小水力の開発を促進するため、一般電気事業者、公営電気事業者等卸供給事業者

及び自家発設置者等の行う中小水力開発に対し建設費補助を行っている。

補助金の交付は独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）を通

じて行っており、事業者への補助率の限度は次の表のとおりである。

（a）中小水力発電所建設（新技術導入部分を除く）

(b）中小水力発電所建設（新技術導入部分）

８－ 

発電所の出力規模 補助率

１，０００ｋＷを超えて５，０００kW以下

5,000ｋＷを超えて30,000kW以下

２０％ 

１０％ 

30,000kW以下の水力発電所 ５０％ 



なお、中小水力発電所建設（新技術導入部分を除く）にあっては、当該補助率では

開発着手が困難な経済性の劣る地点のうち、水資源の有効活用等の観点から妥当と認

められる地点等については、補助率１０％割り増しの特例措置を設けている。

②新エネルギー等事業者支援対策費補助金

民間事業者による先進的な新エネルギー等利用設備の導入事業に対し、その事業費

の一部を補助する。

補助金の交付は独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）を通

じて行っており、事業者への補助率の限度は次の表のとおりである。

③地域新エネルギー等導入促進対策費補助金

地方自治体等による先進的な新エネルギー等利用設備の導入事業に対し、その事業

費の一部を補助する。また、当該自治体等が行う普及啓発事業に対し、その事業費の

一部を補助する。

補助金の交付は独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）を通

じて行っており、補助率の限度は次の表のとおりである。

④地域エネルギー開発禾Ｉ用発電事業促進対策費補助金（中小水力発電建設費利子補給）

昭和60年度から、公営電気事業者等卸供給事業者が新規に着手する地点のうち、事

業者の選択により建設費補助に替えてＮＥＦを通じて水力発電運転開始後一定期間、

建設費利子補給を行い、より一層の中小水力の開発促進を図っている。このため、Ｎ

ＥＦに対し、利子補給基金造成に要する費用として、建設期間中に建設費補助相当額

を事業量に応じて補助する。（建設費補助と同様に補助率１０％割り増しの特例措置あ

り。）

なお、平成14年度から新規地点の採択を行わないこととした。

９－ 

発電所の出力規模 補助率

1,000kW以下の水力発電所 １／３以内

発電所の出力規模 補助率

1,000kW以下の水力発電所

(導入支援事業）

(普及啓発事業）

１／２以内

定額



ＮＥＦの行う建設費利子補給

(建設費に対する比率％）

１～３ ４～６ ７～９ １０～１２ １３～１５ 

（）：特例措置

建設費禾U子補給制度のスキームの概要は以下のとおりである。

（建設期間中）

、

基金造成費ﾈ甫助

（運転開始後）

螂

禾|｣子ﾈ甫給

ＮＥＦ 

(基金造成）

経済産業省

(4)立地促進対策の推進

①新エネルギー・省エネルギー設備導入促進指導事業委託費

地方公共団体、事業者、一般国民等に対し、我が国のエネルギー情勢及び地球温暖

化問題に係る情報、新エネルギー政策に係る法制度等に関する情報、新エネルギーの

導入実績等に係る情報等を広く提供し、新エネルギーの必要性やそれを背景とした新

エネルギー政策等に対する理解を深めさせることとし、各層における新エネルギーの

加速的導入の実現を図る゜

②電源開発に係る地点の指定

第１５６通常国会において、国の電源開発基本計画を規定した電源開発促進法が廃

止されたが、電源開発にあたっては、引き続き電源開発の促進のため地元合意形成や

関係省庁における許認可の円滑化が必要になることから、①これまで電源開発基本計

画が有してきた意義や機能を承継する代替措置を講ずる、②電源立地の円滑な推進を

図るために創設された要対策重要電源等の制度についても抜本的な見直しを行う旨を

定めた「電源開発に係る地点の指定について」が、平成１６年９月に閣議において了

解された。

平成１７年２月に、上記閣議了解を踏まえ、地球環境問題への対応に配慮しつつ、

電力の安定供給確保を図るため、①国際情勢の変化による影響を受けることが少ない、

②発電過程において二酸化炭素を排出しない、③長期継続的に安定した運転が可能で

あるなどの特性を有する原子力、水力、地熱等の電源開発に係る地点について指定を

行い、地元合意形成の促進などを図ることを目的として重要電源促進地点制度及び重

1０－ 

区分
運転開始後年数

１ 戸～ｸﾞ 3年 ４ へ＝ 6年 ７ ｸﾞヘー 9年 10～12年 13～15年

出力規模
5,000kW以下

5,000kWを超えて30,000kW以下

３（３） 

２（３） 

2.5（３） 

ｌ（2.5） 

1.5(2.5） 

１（1.5） 

ｌ（2.5） 

(１） 

(1.5） 

(－） 



要電源開発地点制度が制定された。

(重要電源促進地点制度について）

重要電源促進地点の指定は、主に立地可能`性調査（申請する地点における発電施設

の設置の可能性に関する調査）や環境影響調査の開始など初期の計画段階の電源開発

に係る地点における円滑な調査及び建設に資するため、国が推進することが特に重要

な地点を指定する制度である。

事業者の申請により資源エネルギー庁長官が指定を行う。

(重要電源開発地点制度について）

重要電源開発地点の指定は、主に環境影響評価や第１次公開ヒアリングの終了など

電源立地が進んで工事計画や原子炉設置許可などの着工に必要な手続に入る前の段階

の電源開発の円滑な推進を図るため、国が推進することが特に重要な地点を指定する

制度である。

事業者の申請により経済産業大臣が指定を行う。

③電源立地地域対策交付金

公共用施設の整備や福祉対策、地域活性化に資する事業を行う都道府県、市町村に

対し、交付金の交付を行うものである。

(5)水力開発促進のための条件整備

①組織・技術者の育成等

水力開発に係る多くの知見を有しているＮＥＦ等の行う水力開発促進のための活動

と連携し、水力技術者の育成・充実のための講習会における講演や施策のＰＲを実施

する。

②ＲＰＳ制度

地球温暖化対策の計画的な推進・実行が望まれる中、我が国において排出される温

室効果ガスのうち、最近では、エネルギー起源のＣＯ２が約９割を占める状況にあり、

環境負荷の低い新エネルギー等の禾U用促進は、こうした環境の保全にも寄与すること

ができる。

ＲＰＳ制度は、「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法（Ｒ

Ｐｓ法）」に基づき、電気事業者に新エネルギー等から発電される電気を一定割合以

上利用することを義務付け、新エネルギー等の更なる普及を図るものであり、新エネ

ルギー等として、風力、太陽光、地熱、水力（1,000ｋＷ以下の水力発電）及びバイ

オマスが掲げられており、開発の可能'性が高まっている。

11 
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[三三寶栗ヨ「包蔵水力について」
①包蔵水力

注（１）「既開発」は平成１９年３月３１日現在において運転中のものであり（－部が工事

中である発電所に係る運転未開始分の出力、電力量については「工事中」の該当欄

に各々計上した。）、事業用の全発電所及び最大出力100kW以上の自家用発電所に

ついて集計した。

（Ⅱ）「工事中」は第４回電源開発分科会（平成１４年７月１２日）までに決定された

もの、及び電気事業法に基づき、平成１９年３月３１日までに工事計画事前届出が受理

されたものについて集計した。

（Ⅲ）「混合揚水」の年間可能発電電力量は自流分発電電力量のみを集計した。

（Ⅳ）「工事中」及び「未開発」の計画に伴う「既開発」への影響については、各々の

数値の下段に外数として示した。なお、地点数については廃止となる発電所数を示

した。

（Ｖ）「工事中」のうち、既開発地点の増設、改造中地点数を（）内数で示した。

1３－ 

区分 地 』点数

最大出力

(ｋＷ） 

年間可能発電電力量

(ＭＷｈ） 

既開発

－ 

般水力

､、●●■Ｂ●●●｡●●●●●●Ｃｅ●ＵＢ●ｂ●●●●●●●ロ■□

混合揚水

1,868 

1９ 

22,200,181 

5,710,040 

92,692,811 

●■■■●■⑰●●■ロ●●Ｃ●●●●□ｂ●■■■●Ｂ●●●●●●●●●ＤＢご●ＤＢ□①●●●●●ｐ■●■●●■■■●●●ＰＣＵ

2,572,072 

工事中

￣ 般水力

ＤＢＤ■●■■■ｐ■■●ロ●■ロ■●ｓ■■●●●Ｃ●●の●●C●■

混合揚水

2８（５） 

-４ 

００ 

３０ ００ ９７ Ｌ２ ６４ ３’ 

００ 

938,594 

-210,873 
●●●●■●●●●■●●ロロ●｡●●●●｡●□■■■●●■●●■●●●●●●●ﾛ●■●●Ｂ●●●●●●●●●●●●●●●●●U

０ 

０ 

未開発

般水力

D●●ｐ●●●●●■■●5●●●■●●｡■●■●●●■⑪■●Ｂ■■ 

混合揚水

2,714 （0） 

-258 

1８（0） 

-10 

1２ 

-１ 

， 

， 

１３０，６９０ 

００２８８２ 

6,916 

-97 

000 

550 

45,888,636 

-6,878,909 
●ロロ■■■●■■□■■□■■ロ●●ご●●⑪■●ｐ■■■●■ｂ●■ｂ●●●■□●ＣＤ●●●■●●●●■●●●●■■■●B●●■

1,651,500 

-647,132 

般水力計

Ｉ■●●●●●●●ＤＣ●●●Ｂ■■□●●●ロロ●■■■●●●ロ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□■■■■●●●□

混合揚水計

4,605 

-262 

3７ 

-10 

3３，６４７，１９２ 

12,528,490 

132,430,259 

■●■■■■■■●●●の●■■●●●●●●■□●■■Ｂ●■■□■■●●●■□●｡●●□●●■｡■●■■■●■●■■●｡■●●■

3,576,440 

合計 136,006,699 



。
、
空
白
謝
昊
己

出力（kW） 電力量(MWh）（kW） ■■ 電力員(MWh） 出（kW） 電力量(MWh）ロロ（kW） 電力量(MWh）

２６６００ 

０ 

５４７５０７８ ４６２６４６０ 

４１２９５７ 

２５１１２６３ 

３３，９４６ 

１０１８８８６３ 

４１２９５７ 

１０００００ ２５１００ ５０００００ ４１８０６９ 

１０，１９３，９７５ ５８６８０４７ ４２３８６０３ 

６６１３０ 

４２７００ 

１０７３５３８７ 

１２４７８１４ 

８１８０５４１ 

２３４３６１ 

３２６８５４４８ 

１４５８６８７ 

４１０３００ 

７８８９０ 

４１０３００ 

７８８９０ 

９８１８９８３ 

４４０３１０４ 

１２２５９８２ 

１９１８８２５ 

１６６７２７ 

３１７７１２２ １２５３５１０５ 

一

ﾄｰ 

１５７４３３ １０８０３１７０ 

１９３８９２９ 

３３９４００ 

１４５６５０ 

９０５７９９１ 

２２００００ ２０１０３６ 

４１１３７６２ 

２４２７９４６ 

４５６３７ 

１３４４４３４ 

３７８０ 

２６８１００ 

７９４５０ 

1７７００００ 

１５０００ 

２１２００００ 

１５０００ 

３５００００ 

２５７０９５９ ５８１６８６２ 

局名 区分
包蔵水力

地点 出力（kW） 電力量(MWh）

既開発

地点 出力（kW） 電力量(MWh）

工事中

地点 出力（kW） 電力量(MWh）

未開発

地点 出力（kW） 電力量(MWh）

北海道

一般水力

混合揚水

計

324 

-８ 

３０ 

２ ， ５１１，２６３ 

－３３，９４６ 

500,000 

０ 

1０，１８８ 

-４１２ 

， 

， 

863 

957 

418,069 

０ 

1０，１９３，９７５ 

1１０ 

２ 

1，２６７，１６３ 

400,000 

5,475,078 

392,969 

5,868,047 

１（0） 

０ 

００ 

26,600 

０ 

００ 

87,325 

０ 

００ 

87,325 

２１３ 

－８ 

１０ 

1 ， 217,500 

-33,946 

1００，０００ 

０ 

4,626 

-４１２ 

， 

， 

460 

957 

2５，１００ 

０ 

4,238,603 

東北

一般水力

混合揚水

計

1 
， 
050 

-67 

５ 

-1 

１１ ４６ ５３ ？？ ｎＶ・刎五（〕ｏｎこ』１几、〃』，｜ 
、（）

１，５９７ 

-８ 

， 

， 

000 

700 

32,685,448 

-1,458,687 

００ ０９ ３８ ７９ ０８ １７ ４’ 

3１，５５８，１７１ 

388 

０ 

5,420,601 

0 

２１，６４５，５４４ 

０ 

21,645,544 

1１（１） 

-４ 

００ 

００ ３０ １７ ？ソ６２ ６４ 

００ 

304 

-２１０ 

， 

， 

５１７ 

８７３ 

００ 

93,644 

652 

-63 

５ 

-１ 

2,693 

－１９１ 

， 

， 

8１０ 

６６１ 

1，５９７ 

-８ 

， 

， 

0００ 

７００ 

10,735,387 

-1,247,814 

００ ０９ ３８ ７７ ０８ １７ ４’ 

9,818,983 

関東

一般水力

混合揚水

計

5２１ 

－２８ 

１０ 

５０ ０８ ９１ ９７ ２４二ｍ冬Ｊの〃白（ｕ〉〈ｍｖＱＩＬ７｜ 
つく』

240,000 

0 

13,594,360 

-1,225,982 

166,727 

０ 

1２，５３５，１０５ 

257 

１ 

1，９１８，８２５ 

240,000 

9，１６４，３３２ 

166,727 

9，３３１，０５９ 

６（0） 

０ 

００ 

8,510 

０ 

００ 

26,924 

０ 

００ 

26,924 

258 

-28 

００ 

1，０９７ 

－１９３ 

， 

， 

5７０ 

１８０ 

００ 

４ 

-1 

' 

， 

403,104 

225,982 

００ 

3，１７７，１２２ 

中部

一般水力

混合揚水

計

830 

-39 

３ １ 

０ 

8,240 

-３１９ 

， 

， 

995 

340 

５ ， 883,840 

-10,950 

3４，１７８，７４１ 

－１，９３８，９２９ 

1，５００ 

－１４５ 

, 

， 

０９５ 

６５０ 

33,594,257 

３１６ 

９ 

5,095,642 

4,075,840 

23,095,075 

１，１６０，６９５ 

24,255,770 

４（２） 

０ 

００ 

１５７，４３３ 

０ 

００ 

280,496 

０ 

００ 

280,496 

５１２ 

－３９ 

４０ 

2,987 

-３１９ 

， 

， 

920 

340 

００ ０５ ０９ ？９ ８０ ０１ ８｜ 
， １ 

10,803,170 

-1,938,929 

339 

-１４５ 

， 

， 

400 

650 

9,057,991 

北陸

一般水力

混合揚水

計

439 

-24 

１０ 

５ ， 306,970 

-46,805 

220,000 

0 

７０ ０２ ４８ ７７ Ｆ【ＪＦ【Ｊ竺几宝ｎＷ〉Ｆ【Ｊか、）９｜ 
（ｕＪ １ 

2０１，０３６ 

０ 

19,050,623 

１９６ 

1 

3,934,530 

220,000 

１４，７３５，８２５ 

201,036 

1４，９３６，８６１ 

０（0） 

０ 

００ 

００ 

００ 

００ 

００ 

0 

243 

-24 

００ 

１ ， 372,440 

-46,805 

００ 

4,809 

－６９５ 

， 

， 

582 

820 

００ 

4，１１３，７６２ 

近畿

一般水力

混合揚水

計

329 

-４ 

４ 

-１ 

1，３４４ 

-３ 

， 

ｿ 

434 

780 

２ 
， 1２０，０００ 

－１５，０００ 

５ 
， 402,394 

-45,637 

539,555 

-79,450 

5,816,862 

9６ 

1 

675,744 

350,000 

2,974,448 

2７１，４５５ 

3,245,903 

Ｏ（O） 

０ 

００ 

００ 

００ 

００ 

００ 

０ 

233 

-４ 

３ 

－１ 

668 

-３ 

， 

， 

690 

780 

１ 
， 770,000 

-15,000 

２ 
， 427,946 

-45,637 

００ ０５ １４ ７７ ８９ ６７ ２’ 

2,570,959 














